
 

１．本チェックリストの特徴 

１）ロジスティクス全般にわたる活動項目を網羅 

  2006 年４月１日施行の改正省エネ法を受け、特定荷主及び特定輸送事業者等を中心として、輸送分

野におけるＣＯ２削減に向けた取組に主眼が置かれております。加えて、我々は、地球温暖化のみな

らず、資源の枯渇や廃棄物の問題といった、ロジスティクス分野が大きな影響を与えると考えられる

環境問題に対しても取組を進め、循環型社会の実現に積極的に寄与することが求められております。

そこで、本チェックリストでは、輸送分野のみならず、包装、荷役、保管、流通加工といったロジス

ティクス全般にわたる領域について、環境負荷低減のために必要と考えられる活動項目を網羅してお

ります。 

 

２）取組度合いを測るツール 

  ロジスティクス分野における環境負荷低減活動に力を入れる企業が増えてきつつありますが、全体

的には「環境対応は後回し」といった企業が依然として多い状況となっております。 

  ＪＩＬＳでは、本チェックリストを用いた調査を実施いたします。具体的には、自社に取組状況を

ご回答いただくと、回答企業内でのポジショニング等をお返しする予定です。回答内容及び当該結果

を元に、自社における今後の取組検討の際のご参考としていただくことができます。 

 

３）他部門、取引先との連携を意識した項目 

  ロジスティクス分野における環境負荷低減活動を進めるためには、物流・ロジスティクス部門の業

務範囲内のみでの検討ではなく、自社他部門や取引先等の他社との連携によって、より効果が出ると

考えられます。 

  そこで、本チェックリストでは、特にロジスティクスに影響を与える「設計・生産」「営業、取引

先」に関する項目を設定しております。 

 

４）荷主－物流事業者間のコミュニケーションツール 

  物流事業者については、荷主から物流業務全般を委託されているケースも増えていると考えられま

す。このようなケースにおいて、物流事業者が、当該荷主と一緒に、環境負荷低減の現状認識の共有

化と、今後どのような活動を進めるべきかといった事項を検討する際に、本チェックリストの活用が

可能となります。 

          図表１ グリーンロジスティクスチェックリストの特徴 
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３．本チェックリストにおける「実施度合い」の考え方 

  本チェックリストでは、各チェック項目に４段階の実施度合い（レベル）を設定しております。 

  なお、大半のチェック項目は、①定量的に捉えることが難しい、②定量的に捉えることができても、

国の統計等客観的なデータがなく、レベルわけができないことから、下記を基本にしながら、項目ご

とに実施度合いを設定いたしました。 

 

図表２ 実施度合いとその概要（基本） 

実施度合い 主な内容（定性的な項目の場合） 

１．出来ていない 取り組んでおらず、検討も行ったことはない 

２．遅れ気味で努力不足 検討している 

３．まずまず出来ている 取り組んでいる（取り組みを開始した） 

４．よく出来ている 取り組んでおり、よく出来ていると考えられるレベル 

  

  なお、本チェックリストは多くの業種で活用いただけることを目的としていることから、業種等に

よっては、該当しない項目も出てきます。 

 

 

４．本チェックリストに掲載されている参考情報、関連団体等について 

  本チェックリストは、現状を踏まえた上で、環境負荷低減に向けた取り組みを進めていただく際に

参考にしていただくことも目的として作成しております。そこで、チェック項目に関連する参考情報

を掲載しております。 

  具体的には、行政、関係団体の情報に加え、「ロジスティクス環境会議」でこれまで作成した成果

物を中心に、グリーン物流パートナーシップ推進事業やＪＩＬＳ各種表彰受賞事例を中心に掲載して

おります。 

 

 

５．本チェックリストの回答方法 

１）基本的事項 

 ① チェック項目ごとに、実施度合いをご確認いただき、自社に該当する番号を回答欄にご記載くだ

さい。 

② 自社の取り組み度合いが、実施度合いと合致しない場合（実施度合いの中間等）でもあっても、

必ず実施度合いの数値でご回答ください。（1.5、2.5 等小数点表示の回答は行わないで下さい。） 

 ③ 自社が全く該当しない項目については、0とご回答ください。 

   ＊ただし 業種によって、チェック項目の読み込み方法が異なりますので、次ページをご確認く

ださい。 
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２）物流事業者の場合 

  下記項目については、チェック項目をそのまま読み込むと、物流事業者では該当しない項目と考え

られます。 

 

    

1.2 環境に配慮した製品開発・生産体制 ＜チェック項目 23、24、26＞ 

   1.3 商取引の適正化＜チェック項目 27～30＞ 

   2.1 包装の見直し＜チェック項目 42～51＞ 

 

   

そこで、明らかに自社としての取り組みに該当しない場合は、以下のとおり読み替えてご回答くだ

さい。（ただし、自社取り組みに該当する項目は、読み替えずにそのままご回答ください。） 

   

●チェック項目 23、24、26   

・検討      → 発荷主への提案 

   ・製品開発を実施 → 物流事業者からの提案を受けて、発荷主が製品開発を実施 

    

    例 物流子会社が発荷主である親会社に対し、製品開発時に提案を行う。 

 

   ＊主たる輸送委託元が発荷主ではない場合、あるいは発荷主ではあるが、非製造業（流通業、物

流事業者）の場合は、“該当しない”をご回答ください。 

  

  ●チェック項目 27、28、29、30 

   ・取引先     → 発荷主 

   ・ロット割引等  → パレット単位、ケース単位、ピース単位での発荷主への料金請求等 

    

●チェック項目 42～51   

・検討      → 発荷主への提案 

   ・取り組み    → 物流事業者からの提案を受けて発荷主が取り組みみ実施 

    

  なお、チェック項目 25、32 については、“該当しない”とご回答いただいて結構です。 

 

３）荷主の場合 

  基本的にはすべての設問に回答可能だと考えられますが、物流子会社に物流を委託しているケース

の場合は、把握している範囲で、当該物流子会社の取り組みをご回答ください。 
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６．チェック項目と各分類におけるねらい 

 

Ⅰ 方針 

1.1 全社的な取り組み 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

 ① グリーンロジスティクスのための仕組み・体制の整備 

ⅰ）全社体制の構築（１～５） 

環境対応は、環境部門一組織単独ではなく、全社的に取り組みを進める必要があります。そのた

めには、トップダウンでの活動が求められます。その発端として、トップのコミットメントによる

環境方針を策定し、全社的な取り組みがあることを従業員に認識させることが必要となります。 

続いて、環境方針に基づき、物流・ロジスティクスに関わる方針を策定し、部門内への展開を図

ります。 

ただし、方針だけでは、具体的活動に結びつきませんので、具体的な計画立案、計画を遂行する

ための推進体制、そして人材育成が必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

 １．企業の環境方針、行動計画等は、トップのコミットメントにより策定されている。 

２．環境委員会や環境部門で、ロジスティクス分野における方針が策定されている。 

３．グリーンロジスティクスを推進する体制が構築されている。 

４．グリーンロジスティクス推進に向けての計画があり、周知徹底している。 

５．グリーンロジスティクス推進のため、社員へ教育（人材育成）を行っている。 

①グリーンロジスティクスのための仕組み・体制の整備

ⅰ）全社体制の構築（１～５） 

ⅱ）グローバル対応（７） 

ⅲ）法令遵守（８） 

ⅳ）認証制度の活用（９～11） 

ⅴ）チェックに係る項目（12～14）

ⅵ）他社との協働（15、16） 

ⅶ）コミュニケーション（17、18）

1.1 全社的な取り組み 

②公害の防止・軽減（20～22） 

ⅷ）各種支援策の活用（19） 

ⅱ）環境負荷項目の把握（６） 
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図表２ チェック項目１から５の体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ⅱ）環境負荷の項目の把握（6） 

  環境対応を進めるにあたり、まず、自社のロジスティクス活動により、どのような環境負荷を発

生させているか把握することが求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

６．ロジスティクス活動において発生する環境負荷の項目を把握している。 

 

 

ⅲ）グローバル対応（7） 

   温暖化問題をはじめとして、主要な環境問題は地球規模で発生していることや、ＣＳＲの視点か

ら、海外拠点や国際物流においても、国内と同様に積極的な環境取り組みが求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

  ７．海外拠点を含めて、ロジスティクス分野における環境対策を実施している。 

  

 

ⅳ）法令遵守（8）   

  業種や取扱商品によって遵守しなければならない法令が異なります。そこで、自社に関係のある

法令を整理するとともに、関係する部門の従業員に周知、徹底することが求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

  ８．ロジスティクス分野において、法令遵守（廃棄物処理法、各種リサイクル法、過積載輸送の防

止など）徹底に向けて取り組みをしている。 

２．物流・ロジスティクスに関わる方針

グリーンロジ推進（活動）

生産 開発

１．全社 環境方針 ←トップのコミットメント

３．推進体制

４．計画 ５．人材育成

活動
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ⅴ）認証制度の活用（9～11） 

   環境に関する各種認証取得及び維持を進めることで、社内におけるＰＤＣＡサイクルの構築が可

能であることや、取引先からの評価といったことにつながります。 

   ただし、取得や維持の際に費用等がかかることもあり、本チェックリストでは自己宣言相当の活

動も可としております。 

 

＜チェック項目＞ 

  ９．ＩＳＯ14000ｓを取得している（自己宣言相当の活動をしている）。 

  10．エコアクション 21 を取得している（自己宣言相当の活動をしている）。 

  11．グリーン経営認証を取得している（自己宣言相当の活動をしている）。 

 

 

ⅵ）チェックに関わる項目（12～14） 

   チェック項目６で把握したそれぞれの項目について、どの程度環境負荷を発生しているか、また

削減施策の実施により、どの程度効果があったかを検証するために定量化が必要となります。 

   廃棄物については、物流センター等で発生するものを中心に、それらの再資源化に向けた取り組

みが必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

  12．ロジスティクス活動に伴って発生する廃棄物の再資源化に向けて取り組んでいる。 

  13．輸配送に係る環境パフォーマンスを算定している。 

  14．包装に係る環境パフォーマンスを算定している。 

 

図表３ チェック項目９から 14 のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＰＤＣＡサイクル構築への寄与＞

９．ＩＳＯ１４０００ｓ

10．エコアクション21

11．グリーン経営認証

（６．排出される環境負荷項目の把握）

＜定量化＞

13．輸配送に係る環境Ｐ
14．包装に係る環境Ｐ

＜再資源化＞

12．発生する廃棄物の再資源化
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ⅶ）他社との協働（15、16） 

   環境対応は“１社だけ”が取り組めばいいということではなく、“１社でも”多くの企業で取り

組む必要があります。そのためには、自社のグループ会社、取引先、業界団体と共同での取り組み

や、定常的に使用している協力会社（傭車先等）への支援といったことにより、活動の輪を拡げる

ことが求められます。 

なお、ロジスティクス環境会議でも、“環境負荷低減活動に取り組む企業を増やす”ことを活動

の主目的の１つとしております。 

 

＜チェック項目＞ 

  15．グリーンロジスティクス推進のため、グループ企業、取引先、業界団体（自主行動計画など）

と共同で取り組んでいる。 

  16．協力会社（傭車先等）に対し、環境配慮のための育成・指導を行っている。 

 

 

ⅷ）環境コミュニケーション（17、18） 

   近年、企業においては、環境報告書、ホームページ等を通じて、「環境情報の開示」を進めてお

ります。ただし、一方的な情報提供のみならず、物流拠点等を中心に、周辺住民との対話といった

取り組みも必要だと考えられます。 

 

＜チェック項目＞ 

  17．物流拠点の周辺住民と共に、環境負荷（騒音、振動、ゴミ等）の軽減に向けた取り組みを実施

している。 

  18．ロジスティクス分野における環境に対する取り組みを環境報告書や環境レポート等に記載して

いる。 

 

 

ⅸ）行政等の各種支援策の活用（19） 

   環境対応は、多くのケースではコスト削減につながりますが、一部投資が必要なものがあります。

そこで、行政や団体で行っている各種支援策を活用し、環境対応を積極的に進めることが考えられ

ます。 

 

＜チェック項目＞ 

  19．グリーンロジスティクス推進に寄与する、行政等の各種支援策を把握し、活用している。 
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② 公害の防止・軽減（20～22） 

   環境基本法において、公害は、「大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪

臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」とされております。 
   特に、物流に伴って発生する主要な公害としては、｢大気汚染、水質汚濁、騒音、振動」である

ことから、これらの防止、軽減に向けた施策実施が必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

  20．輸送機関（トラック、船舶等）の大気汚染の防止、軽減の施策を実施している。 

  21．騒音・振動の防止、軽減の施策を実施している。 

  22．水質汚濁の防止、軽減の施策を実施している。 
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1.2 環境に配慮した製品開発・生産体制 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

【ねらいとチェック項目】 

  ① 製品開発（23、24、25） 

物流部門において、積載率を向上させようとしても、もともとの製品の寸法の問題で、トラッ

クを満載にすることができないケースがあります。 

また、コストダウンをねらいとして包装材を削減した結果、輸送振動に耐えられず、商品が破

損し、代替品の製造、輸送といったことによる環境負荷の増加につながるケースもあります。 

したがって、環境負荷の低減を図るためには、製品開発時点から、物流についても考慮する、

いわゆる源流管理が必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

23．包装資材の削減を考慮した製品開発を実施している。 

24．輸送効率を考慮した製品開発を実施している。 

  25．物流に関する記載が含まれた環境アセスメントガイドラインやマニュアルを利用して、製品評

価を実施している。 

 

 

  ② 生産体制（26） 

生産側では、製造コスト削減という視点で生産計画を立てる傾向が強いと思いますが、必ずし

も物流効率化と合致しないケースが多いと考えられます。 

そこで、トータルで見て環境負荷低減につながるように、物流側からの積極的な提案が考えら

れます。 

 

＜チェック項目＞ 

  26．積載率向上又は環境負荷の少ない輸送手段使用といったことに対応した生産体制を構築してい

る。 

 

①製品開発（23、24、25） 

②生産体制（26） 

1.2 環境に配慮した製品開発・生産体制 
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1.3 商取引の適正化 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① ロットの適正化（27、28） 

商品特性やリードタイムにもよりますが、一般的に、商品の買い手は、自社の在庫リスクを下

げるためや、在庫回転率を上げてキャッシュフローを増やすために、多頻度小口発注する傾向が

あります。その結果、小ロットの貨物の輸送が増加します。また、取引数が物流単位（例えばパ

レットへの積載数）と合致せず、残った端数の輸送が発生し、環境負荷の増加につながることも

想定されます。したがって、ロットの適正化に向けて、取引先と対話を行い、理解を求めていく

ことが必要と考えられます。 

 

＜チェック項目＞ 

27．取引先と協力し、取引基準を設定（取引単位を物流単位と整合化するなど）している。 

  28．取引先にインセンティブ（ロット割引等）を提供して、輸送単位を大きくするように誘導して

いる。 

 

 

  ② 頻度・時間の適正化（29～31） 

①とも関係しますが、多頻度小口発注による入荷トラック台数が増加し、かつそのトラックが

ある時間帯に集中すると、荷降ろしまで待ち時間が発生します。その結果、アイドリング発生に

よるＣＯ２増加につながります。したがって、入荷トラック台数削減とともに、待ち時間の短縮と

なるよう、取引先と協力して工夫をしていくことが必要と考えられます。 

 

＜チェック項目＞ 

  29．取引先と協力し、配送頻度、納品回数の削減や、リードタイムの見直し（延長）を実施してい

る。 

  30．取引先と協力し、輸送量のピーク期間を移動させることにより平準化している。 

  31．入出荷時間を定刻化し、貨物車の待機時間を短縮している。 

 

 

 

 

①ロットの適正化（27、28） 

②頻度・時間の適正化（29～31）

1.3 商取引の適正化 

③返品・回収の適正化（32） 
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③ 返品・回収の適正化（32） 

返品によって、返品にかかる物流の発生とともに、品質上で再販ができない商品については、

廃棄処理が必要となり、環境負荷の増加につながります。したがって、取引先と協力し、返品

抑制のための取り組みが必要となります。 

 

  ＜チェック項目＞ 

  32．返品抑制のために、返品物流費の有償化や売買契約（納品条件）の見直し等の施策を実施して

いる。 

 

 

 

1.4 ネットワーク設計 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① 立地戦略（33） 

拠点配置は、コストやサービスレベルを考慮して検討がなされるケースが一般的ですが、輸送

距離（ＣＯ２排出量）にも大きな影響を与えますので、それらの考慮が必要となります。また、

②で記載しているモーダルシフトを実施する際には、貨物鉄道駅や港の位置を考慮した立地選択

も必要となります。 

     

＜チェック項目＞ 

  33．環境負荷を考慮に入れた拠点配置を進めている。 

 

 

  ② モーダルシフトの推進（34、35） 

    トラックと比べ、鉄道、船舶は輸送トンキロあたりのＣＯ２排出原単位が少ない輸送機関であ

ることから、積極的な利用検討が求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

  34．輸送に鉄道を利用している。 

  35．輸送に船舶（フェリーを含む）を利用している。 

 

 

①立地戦略（33） 

②モーダルシフトの推進（34、35）

1.4 ネットワーク設計 
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1.5 情報化・標準化 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① 情報化の推進（36～38） 

情報化を進めることで、業務の効率化による稼動時間の削減による省エネとともに、作業ミス

による無駄な輸送の発生やそれに伴う廃棄増といった環境負荷の増加の抑制につながります。 

 

＜チェック項目＞ 

36．実需要に即応した体制、又は需要予測の精度を向上させ、無駄な生産、在庫、輸送を削減して

いる。 

  37．標準物流ＥＤＩ（ＪＴＲＮなど）を利用し、配送伝票を電子化している。 

  38．標準輸送ラベルを使用している。 

 

 

  ② スペック、サイズの標準化（39） 

荷役の迅速化、積載率の向上が車両回転率の向上につながり、その結果、車両台数削減による

環境負荷低減に寄与します。 

 

＜チェック項目＞ 

  39．ユニットロードシステムを導入している。 

 

 

①情報化の推進（36～38） 

②スペック、サイズの標準化（39） 

1.5 情報化・標準化 
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1.6 共同化 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① 共同輸配送の実施（40） 

積載率を向上させるために、他社との共同輸配送は１つの施策となります。特に、同一の得意

先に配送する際には、納品先での入荷トラック台数削減にもつながり、結果として得意先周辺で

の大気汚染、入荷待ちによる渋滞の緩和にも寄与します。 

 

＜チェック項目＞ 

40．輸配送車両の削減や積載率を高めるために、共同輸配送を実施している。 

 

 

② 保管施設の共同化（41） 

保管効率を高めることによって、物流センターで使用する電力等の削減が考えられます。特に、

①も実施できると、その効果は大きくなります。 

 

＜チェック項目＞ 

  41．物流拠点を他社と共同で利用している。 

 

 

①共同輸配送の実施（40） 

②保管施設の共同化（41） 

1.6 共同化 
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Ⅱ 活動 

2.1 包装の見直し 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① 包装資材の廃止・スリム化（42～46） 

包装資材の使用量（ＩＮＰＵＴ）そのものを減らす活動です。また、45 については、包装資材

そのものの量は変わらないケースであっても、作業スペースの効率化による稼働時間短縮や、保

管スペースの効率化の側面から必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

42．使用包装資材を薄肉化、軽量化（段ボール紙質の軽量化 他）している。 

43．包装形態を簡易化（通い箱、ハンガー輸送、部分包装など）している。 

44．小箱包装を廃止して大箱にまとめている。 

45．未使用時も減容化しやすい包装材（折りたたみ式通い箱、組み立て式包装資材など）を採用し

ている。 

46．無包装化に取り組んでいる。 

 

  ② リユース・リサイクル（47、48） 

包装資材についても、使い捨てではなく、繰り返し使用することにより使用量を減らすことが

求められます。なお、運搬容器等については、過剰投入の防止とともに、ある拠点での不足に伴

う緊急輸送をなくすことが環境負荷低減につながるため、数量等の管理も必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

47．運搬容器やパレットのリユースについて、全社でシステム化し管理している。 

48．リターナブル、リユース、リサイクル可能な包装資材、運搬容器を使用している。 

 

 

 

 

 

①包装資材の廃止・スリム化（42～46） 

②リユース・リサイクル（47、48） 

2.1 包装の見直し 

③環境負荷の低い素材の使用（49～51） 

④低公害機器の導入（52） 
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③ 環境負荷の低い素材の使用（49～51） 

使用している包装材の素材を把握した上で、再使用、再資源化等がしやすい素材に変更してい

くことが求められます 

 

＜チェック項目＞ 

49．包装資材の再使用、再資源化、廃棄を考慮して、素材を変更している。 

50．再生素材を原料とする包装資材を使用している（バージン素材を使用しない）。 

51．有害物質を含まない包装資材を使用している。 

 

 

④ 低公害機器の導入（52） 

包装にかかわるハード機器等において、省エネや低公害を考慮することが求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

52．省エネ型、低公害型の包装用機器を導入している。 
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2.2 輸配送の見直し 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【ねらいと項目】 

  ① 輸配送計画の見直し（53～56） 

    配送先、物量等への変化にあわせ、輸配送計画そのものの見直しによるトラック台数の削減（＝

総輸配送距離の削減）によるＣＯ２排出量削減が必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

53．現状の輸送量やリードタイム等を勘案し、環境負荷の少ない輸送手段の使用を定期的に検討し

ている。 

54．配送において、物量に応じて、車種、車数、配送ルート、配送回数をきめ細かく見直し、配車

計画に反映させている。 

55．輸送において、輸送先、輸送量に応じて拠点経由と直送を使い分け、全体で輸送効率を向上し

ている。 

56．便数削減のために、トラックの大型化・トレーラー化をすすめている。 

 

 

  ② 積載率の向上（57～61） 

  トラック１台あたりの積載率を向上させることによるＣＯ２排出量削減が必要となります。主

に、他社との共同輸配送による荷量の増加や、積載方法の工夫等があります。 

 

＜チェック項目＞ 

57．帰り荷の確保のための工夫（求貨求車システムの導入等）をしている。 

58．輸送・取引単位が小ロットの場合は混載や共同輸送を利用している。 

59．得意先への配送の際には、他社との共同配送により積載率を高めている。 

60．調達物流においてミルクラン方式（共同運行含む）を利用している。 

61．車両の積載効率向上のために、二段化等、積載方法を工夫している。 

 

①輸配送計画の見直し（53～56） 

②積載率の向上（57～61） 

2.2 輸配送の見直し 

③点検・整備・安全管理（62～64） 

④エコドライブ（65、66） 

⑤低公害車両の導入（67～71） 
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③ 点検・整備・安全管理（62～64） 

  トラックの整備状況によって、実燃費の値が変わり、その結果ＣＯ２排出量に影響を与えます。 

  そこで、日常の点検・整備等も重要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

62．タイヤ空気圧の測定・補充を定期的に行っている。 

63．エアフィルターの点検・清掃・交換を定期的に行っている。 

64．排気ガスの色を目視で確認している。 

 

 

④ エコドライブ（65、66） 

  トラック輸送における燃費向上の大きな施策として、エコドライブを推進していくことが必要

となります。なお、エコドライブは、環境（燃費向上）のみならず、安全や輸送品質の確保、コ

スト等の面からもたいへん重要な取り組みとなります。 

 

＜チェック項目＞ 

65．エコドライブに係るマニュアル等を用いて、エコドライブ活動を実施している。 

66．デジタコ等を活用し、ドライバーへエコドライブ指導を実施している。 

 

 

⑤ 低公害車の導入（67～71） 

  ハード対応による燃費向上やＣＯ２排出量削減も検討すべき事項となります。 

 

  ＜チェック項目＞ 

67．クリーンエネルギー自動車を導入している。 

68．最新の排気ガス規制に対応したトラックを前倒しで導入している。 

69．エンジン停止時も冷凍機能が停止しない冷凍車を使用している。 

70．エコタイヤを導入している。 

71．バイオマス燃料を利用している。 
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2.3 荷役・保管・流通加工の見直し 

【本分類の構成】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ねらいと項目】 

  ① 機器導入・運用の工夫（72～74） 

    省エネ型、低公害型機器の導入とともに、機器の効率的な使用による稼働時間の削減による電

力使用量の削減等が求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

72．環境負荷の高い物流機器を削減し、省エネ型物流機器、低公害型物流機器を導入している。 

73．効率的な人員配置と機器運用により、稼動時間の短縮を実現している。 

74．環境負荷の低減を考慮して、物流機器の使用の制限や適切な能力の機器の選択を行っている 

 

② 施設設計・レイアウト（75～83） 

  主としてレイアウトの工夫により、作業効率の向上による稼働時間の削減による電力使用量の

削減といったことが必要となります。また、冷蔵・冷凍倉庫では、温度を下げるために多くの電

力使用することから、外気侵入防止、過剰冷却防止による省エネとともに、オゾン層破壊及び温

暖化につながらない冷媒の使用が望まれます。 

 

＜チェック項目＞ 

75．物流量の変動並びに作業動線を考慮して、倉庫レイアウト、あるいは在庫レイアウトを変更し

ている。 

76．入荷と出荷の車両が混雑・交錯・滞留しないように、施設・レイアウト設計の工夫、もしくは

タイムスケジュール管理を行っている。 

77．積みおろしに伴う待ち時間のアイドリングを防止するため、ドライバー控室を設置している。 

78．電力設備、照明、空調に省エネ機器を導入している。 

79．ラック、ネステナー、パレットサポーター等によって保管効率を向上させる工夫をしている。 

80．荷物積みおろし中の冷凍車のアイドリング防止のため、保冷車用のコンセントを設置している。 

81．冷蔵・冷凍倉庫において、代替フロン（ＨＦＣ）や自然冷媒を使用している。 

  82．冷蔵・冷凍倉庫において、できるだけ外気が侵入しないように工夫をしている。 

83．冷蔵・冷凍保存が必要な商品が過剰冷却にならないようにしている。 

①機器導入・運用の工夫（72～74） 

②施設設計・レイアウト（75～83） 

2.3 荷役・保管・流通加工の見直し 

③物量の平準化（84、85） 

④資材削減・変更（86） 
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  ③ 物量の平準化（84、85） 

  保管効率を上げ、省スペース化による電力使用量等の削減が必要となります。 

 

＜チェック項目＞ 

84．入庫量、出庫量、保管量を平準化し、保管スペースをコンパクトにしている。 

85．不動在庫、不良在庫等の無駄な在庫を削減し、保管スペースをコンパクトにしている。 

   

 

  ④ 資材削減・変更（86） 

   流通加工で用いる素材について、環境負荷の少ないものを選択することが求められます。 

 

＜チェック項目＞ 

86．ラベルやラベルインキ、テープ、養生資材等の購入の際に、素材を考慮している（グリーン購

入）。 
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